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島根県週休２日工事の試行要領の改定について（通知）

記

１．改定対象

〇：改定あり　―：改定なし

２．改定内容
　別添「新旧対照表」のとおり

３．適用年月日
　・港湾・漁港漁場工事編
　　令和６年６月１日以降に起案を行う発注工事
　　ただし、発注済工事においても受発注者協議により適用できる。

○

特記仕様書
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報告様式

（様式１）
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― ― ―

実施フロー Ｑ＆Ａ 休日取得表

―

水 第 ９ ２ 号
令 和 ６ 年 ４ 月 ２ ３ 日

土木部編

農林水産部編

港湾・漁港漁場工事編

　島根県週休２日工事の試行については、令和６年３月２２日付け技第６９９号「島根県週休２日工
事の試行要領の一部改定について」により行っているところですが、下記のとおり改定しますので、
関係職員に周知願います。
　なお、各市町村及び関係団体へは別途送付しています。

―

○ ○ ○ ―

島根県週休
２日工事試

行要領

―

―

履行証明書
（様式２）

土 木 部 技 術 管 理 課 長
土 木 部 港 湾 空 港 課 長
農 林 水 産 部 水 産 課 長

―

―
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問い合わせ先

土木部港湾空港課

港湾建設係電話：0852-22-6488／5202

農林水産部水産課

整備係電話：0852-22-5319

土木部技術管理課

土木設計基準係電話：0852-22-5941／5390

農林設計基準係電話：0852-22-5942／5653



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

第１条　＜略＞ 第１条　＜略＞

第２条　港湾・漁港漁場工事における「週休２日工
事」とは、「４週８休以上」の工事のことを いい、単
 位期間において８日以上の現場閉所（以下「現場閉所
 ４週８休以上」という）があることをいう。なお、期
間内に祝日、夏期休暇（土日を除く３日間）、年末年
始休暇（土日を含む６日間）が含まれる場合は、これ
らの日数を加えた日数の現場閉所があること。

第２条　港湾・漁港漁場工事における「週休２日工
事」とは、「４週８休以上」の工事のことをいい、単
位期間において８日以上の現場閉所（以下「現場閉所
４週８休以上」という）があることをいう。なお、期
間内に祝日、夏期休暇（土日を除く３日間）、年末年
始休暇（土日を含む６日間）が含まれる場合は、これ
らの日数を加えた日数の現場閉所があること。

２　「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日ま
での期間をいう。 の起算日は、工事着手日（現場事務
 所等の設置、または測量の開始） 以降の最初の土曜日
 とする。
 現場閉所の確認は、起算日から工事完成日（工事完成
 通知書の提出日） の２週間前 までの 時点（これを確認
 期限という）で単位期間が確保できる 期間を対象とす
 る。
なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を
一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対
象外とする期間は含まない。

２　「対象期間」（追記）の起算日は、工事着手日
（現場事務所等の設置、または測量の開始）以降の最
初の土曜日とする。
現場閉所の確認は、起算日から工事完成日（工事完成
通知書の提出日）の２週間前までの時点（これを確認
期限という）で単位期間が確保できる期間を対象とす
る。
なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を
一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の対
象外とする期間は含まない。

 ３　「単位期間」とは、土曜日を起算日とし４週目の金曜
 日までの連続する４週間（２８日）をいう。

３　「単位期間」とは、土曜日を起算日とし４週目の金曜
日までの連続する４週間（２８日）をいう。

３　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉
所された状態をいう。現場閉所には、降雨、降雪、波
浪等による予定外の現場閉所日も含むものとする。な
お、現場事務所または会社等で当該工事に関連する事
務作業のみを行う場合は現場閉所とはならない。
また、現場管理上必要な作業とは、安全巡視やコンク
リートの養生状況等の現場確認等、元請職員が短時間
で行う行為や、元請職員の地域行事や現場見学会等へ
の参加などをいう。但し、元請職員についても建設現
場における週休２日取得の取組の趣旨を鑑み、代休の
取得など休日の確保に努めるものとする。

４　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検
等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を
行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が閉
所された状態をいう。現場閉所には、降雨、降雪、波
浪等による予定外の現場閉所日も含むものとする。な
お、現場事務所または会社等で当該工事に関連する事
務作業のみを行う場合は現場閉所とはならない。
また、現場管理上必要な作業とは、安全巡視やコンク
リートの養生状況等の現場確認等、元請職員が短時間
で行う行為や、元請職員の地域行事や現場見学会等へ
の参加などをいう。但し、元請職員についても建設現
場における週休２日取得の取組の趣旨を鑑み、代休の
取得など休日の確保に努めるものとする。

 ５　「４週８休」とは、起算する土曜日から始まり４
 週目の金曜日までで終わる４週間を１期間目とし、５
 週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる４週間
 を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工事完了
 日まで設けたとき、それぞれの期間について、その期
 間に含まれる休日の日数分の閉所日があることをい
 う。（資料１参照）

５　「４週８休」とは、起算する土曜日から始まり４
週目の金曜日までで終わる４週間を１期間目とし、５
週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる４週間
を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工事完了
日まで設けたとき、それぞれの期間について、その期
間に含まれる休日の日数分の閉所日があることをい
う。（資料１参照）

４　「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを１週間と
し、それぞれの週について、その週に含まれる休日の日数
分の閉所日があることをいう。 （資料１参照）

６　「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを１週間と
し、それぞれの週について、その週に含まれる休日の日数
分の閉所日があることをいう。（資料１参照）

第３条　＜略＞ 第３条　＜略＞

第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

第４条　「週休２日工事」の発注方式は、発注時点で
「週休２日工事」を実施することを発注者が指定した
「発注者指定型」を原則とする。ただし、第３項の対
象となる工事は除く。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して週休２日の確保
に取り組むことを指定する発注方式である。

２　「発注者指定型」
発注者が、発注時から受注者に対して週休２日の確保
に取り組むことを指定する発注方式である。

３　「受注者希望型」
　　受注者が、工事着手前に受注者と協議し、週休２
日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式であ
る。対象となる工事は、以下のいずれかとする。
　（１）災害復旧工事
　（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれ
る工事
　　　例１）緊急的、時間的制約があるもの
　　　例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期
の設定において、制限となる事項の有無」において、
「制限あり」として工事のうち標準的な工期が確保で
きない工事
　（３）維持管理業務（一括発注方式）等の工期があ
らかじめ決められている工事

３　「受注者希望型」
　　受注者が、工事着手前に受注者と協議し、週休２
日の確保に取り組むか否かを選択する発注方式であ
る。対象となる工事は、以下のいずれかとする。
　（１）災害復旧工事
　（２）社会的要請等により早期の工事完成が望まれ
る工事
　　　例１）緊急的、時間的制約があるもの
　　　例２）工期に関する特記仕様書「２．当初工期
の設定において、制限となる事項の有無」において、
「制限あり」として工事のうち標準的な工期が確保で
きない工事
　（３）維持管理業務（一括発注方式）等の工期があ
らかじめ決められている工事



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。
　　「週休２日交替制工事」とは、 単位期間におい
 て、技術者及び技能労働者が交替しながら、個人単位
で４週８休以上（以下「交替制４週８休以上」とい
う）の休日を確保する工事のことをいう。
　　「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に
記載した元請業者及び下請業者における、現場に従事
した全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対
象工事に従事する期間が著しく短い者を除く。

また、現場閉所を原則とするが、困難と判断した場
合、受注者は「週休２日交替制工事」を選択すること
ができる。
　　「週休２日交替制工事」とは、単位期間におい
て、技術者及び技能労働者が交替しながら、個人単位
で４週８休以上（以下「交替制４週８休以上」とい
う）の休日を確保する工事のことをいう。
　　「技術者及び技能労働者」とは、施工体制台帳に
記載した元請業者及び下請業者における、現場に従事
した全ての技術者及び技能労働者をいう。ただし、対
象工事に従事する期間が著しく短い者を除く。

第５条～第６条　＜略＞ 第５条～第６条　＜略＞

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中 の全ての単位期間でに４週８休以上の現場閉所又
は個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとお
り補正を行い、設計変更するものとする。
なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は
個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり
補正を行い、設計変更するものとする。
なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

（１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０４を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（２）機械経費（賃料）
積算において使用している機械の機械経費（賃料）に
補正係数１．０２を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）

（２）機械経費（賃料）
積算において使用している機械の機械経費（賃料）に
補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）

（３）～（４）＜略＞ （３）～（４）＜略＞

（５）市場単価
施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正係
数（資料１参照）を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）
なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単価、
標準単価は補正の対象外とする。

（５）市場単価
施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正係
数（資料２参照）を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）
なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単価、
標準単価は補正の対象外とする。

（６）＜略＞ （６）＜略＞

第８条～第９条　＜略＞ 第８条～第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和５年８月１日から施行する。 この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 この要領は、令和６年４月１日から施行する
（施行期日） （追記）
この要領は、令和６年６月１日から施行する。

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」と
いう）の対象工事である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」と
いう）の対象工事である。

１　定義 １　定義

（１）　港湾・漁港漁場工事における「週休２日工
事」とは、「４週８休以上」の工事のことを いい、単
 位期間において８日以上の現場閉所（以下「現場閉所
 ４週８休以上」という）があることをいう。なお、期
間内に祝日、夏期休暇（土日を除く３日間）、年末年
始休暇（土日を含む６日間）が含まれる場合は、これ
らの日数を加えた日数の現場閉所があること。

（１）　港湾・漁港漁場工事における「週休２日工
事」とは、「４週８休以上」の工事のことをいい、単
位期間において８日以上の現場閉所（以下「現場閉所
４週８休以上」という）があることをいう。なお、期
間内に祝日、夏期休暇（土日を除く３日間）、年末年
始休暇（土日を含む６日間）が含まれる場合は、これ
らの日数を加えた日数の現場閉所があること。

（２）　「対象期間」とは、工事着手日から工事完成
日までの期間をいう。 の起算日は、工事着手日（現場
 事務所等の設置、または測量の開始）以降の最初の土
 曜日とする。
 　現場閉所の確認は、起算日から工事完成日（工事完
 成通知書の提出日）の２週間前までの時点（これを確
 認期限という）で単位期間が確保できる期間を対象と
 する。
　なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体
を一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の
対象外とする期間は含まない。

（２）　「対象期間」（追記）の起算日は、工事着手
日（現場事務所等の設置、または測量の開始）以降の
最初の土曜日とする。
　現場閉所の確認は、起算日から工事完成日（工事完
成通知書の提出日）の２週間前までの時点（これを確
認期限という）で単位期間が確保できる期間を対象と
する。
　なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体
を一時中止している期間のほか、発注者が週休２日の
対象外とする期間は含まない。

 （３）　「単位期間」とは、土曜日を起算日とし４週
 目の金曜日までの連続する４週間（２８日）をいう。

（３）　「単位期間」とは、土曜日を起算日とし４週
目の金曜日までの連続する４週間（２８日）をいう。

（３）　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点
検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業
を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が
閉所された状態をいう。現　場閉所には、降雨、降
雪、波浪等による予定外の現場閉所日も含むものとす
る。なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連
する事務作業のみを行う場合は現場閉所とはならな
い。
　また、現場管理上必要な作業とは、安全巡視やコン
クリートの養生状況等の現場確認等、元請職員が短時
間で行う行為や、元請職員の地域行事や現場見学会等
への参加などをいう。但し、元請職員についても建設
現場における週休２日取得の取組の趣旨を鑑み、代休
の取得など休日の確保に努めるものとする。

（４）　「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点
検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業
を行う場合を除き、１日を通して現場や現場事務所が
閉所された状態をいう。現　場閉所には、降雨、降
雪、波浪等による予定外の現場閉所日も含むものとす
る。なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連
する事務作業のみを行う場合は現場閉所とはならな
い。
　また、現場管理上必要な作業とは、安全巡視やコン
クリートの養生状況等の現場確認等、元請職員が短時
間で行う行為や、元請職員の地域行事や現場見学会等
への参加などをいう。但し、元請職員についても建設
現場における週休２日取得の取組の趣旨を鑑み、代休
の取得など休日の確保に努めるものとする。

 （５）　「４週８休」とは、起算する土曜日から始ま
 り４週目の金曜日までで終わる４週間を１期間目と
 し、５週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる
 ４週間を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工
 事完了日まで設けたとき、それぞれの期間について、
 その期間に含まれる休日の日数分の閉所日があること
 をいう。

（５）　「４週８休」とは、起算する土曜日から始ま
り４週目の金曜日までで終わる４週間を１期間目と
し、５週目の土曜日から８週目の金曜日までで終わる
４週間を２期間目とし、以降同様の考え方の期間を工
事完了日まで設けたとき、それぞれの期間について、
その期間に含まれる休日の日数分の閉所日があること
をいう。

（４）　「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを
１週間とし、それぞれの週について、その週に含まれ
る休日の日数分の閉所日があることをいう。

（６）　「週休２日」とは、土曜日から金曜日までを
１週間とし、それぞれの週について、その週に含まれ
る休日の日数分の閉所日があることをいう。

２　実施方法 ２　実施方法
＜略＞ ＜略＞

３　実施報告 ３　実施報告
＜略＞ ＜略＞

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
　発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれ
の経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注する
ものとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった
場合は、補正なしとして設計変更するものとする。

　発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれ
の経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注する
ものとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった
場合は、補正なしとして設計変更するものとする。

　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間
中に の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は
個人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり
補正を行い、設計変更するものとする。

　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間
中の全ての単位期間で４週８休以上の現場閉所又は個
人単位での休日確保ができた場合は、以下のとおり補
正を行い、設計変更するものとする。

　なお、工場製作、工事において実施する設計等業
務、測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は
労務費補正の対象としない。

　なお、工場製作、工事において実施する設計等業
務、測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は
労務費補正の対象としない。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）
新 旧

　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り
組みを行った場合であっても、現場閉所率または休日
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り
組みを行った場合であっても、現場閉所率または休日
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

（１）労務単価 （１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０４を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（２）機械経費（賃料） （２）機械経費（賃料）
　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０２を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

（３）共通仮設費率 （３）共通仮設費率
　積算において使用している共通仮設費率に補正係数
１．０２を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

　積算において使用している共通仮設費率に補正係数
１．０２を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

（４）現場管理費率 （４）現場管理費率
　積算において使用している現場管理費率に補正係数
１．０３を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

　積算において使用している現場管理費率に補正係数
１．０３を乗じるものとする。（小数３位四捨五入）

（５）市場単価 （５）市場単価
　施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正
係数（資料１参照）を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　施工規模等補正後の市場単価に工種毎に定めた補正
係数（資料２参照）を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単
価、標準単価は補正の対象外とする。

　なお、港湾工事・漁港漁場関係工事以外の市場単
価、標準単価は補正の対象外とする。

（６）施工パッケージ （６）施工パッケージ
　標準単価から積算単価への補正において適用する採
用地区の労務単価について、（１）により算出した労
務単価を適用する。

　標準単価から積算単価への補正において適用する採
用地区の労務単価について、（１）により算出した労
務単価を適用する。

５　履行証明書 ５　履行証明書
＜略＞ ＜略＞

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
＜略＞ ＜略＞

《参考》 《参考》
本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等に
ついては、以下のURLから確認すること。

本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等に
ついては、以下のURLから確認すること。

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf
o/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf
o/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf
https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf


　 島根県建設産業団体連合会長　 様

島　 　 根　 　 県

水 第 ２ ０ ５ 号

令和６ 年５ 月１ ５ 日

島根県週休２ 日工事の試行要領の訂正について（ 送付）

　 標記について、 別添のと おり 通知しており ますので、 お知らせします。

土 木 部 技 術 管 理 課 長

土 木 部 港 湾 空 港 課 長

農 林 水 産 部 水 産 課 長

（ 　 公　 印　 省　 略　 ）



　 隠岐支庁各関係局長
　 農林水産部各関係課長
　 農林水産部各地方機関の長 様
　 土木部各関係課長
　 土木部各地方機関の長

島根県週休２ 日工事の試行要領の訂正について（ 通知）

記

１ ． 改定対象

〇： 改定あり 　 ―： 改定なし

２ ． 改定内容
　 　 別添「 正誤表」 のと おり

土 木 部 技 術 管 理 課 長
土 木 部 港 湾 空 港 課 長
農 林 水 産 部 水 産 課 長

―

―

―

水 第 ２ ０ ５ 号
令 和 ６ 年 ５ 月 １ ５ 日

土木部編

農林水産部編

港湾・ 漁港漁場工事編

　 島根県週休２ 日工事の試行については、 令和６ 年４ 月２ ３ 日付け水第９ ２ 号「 島根県週休２ 日工
事の試行要領の改定について」 によ り 行っていると こ ろですが、 下記のと おり 訂正しますので、 関
係職員に周知願います。
　 なお、 各市町村及び関係団体へは別途送付しています。

―

○ ― ― ―

島根県週休
２ 日工事試
行要領

―

―

履行証明書
（ 様式２ ）

○

特記仕様書
実施希望
報告様式
（ 様式１ ）

― ― ― ―

― ― ―

実施フロー Ｑ＆Ａ 休日取得表

―

問い合わせ先

土木部港湾空港課

港湾建設係電話： 0852-22-6488／5202

農林水産部水産課

整備係電話： 0852-22-5319

土木部技術管理課

土木設計基準係電話： 0852-22-5941／5390

農林設計基準係電話： 0852-22-5942／5653



新旧対照表　島根県週休２日工事試行要領（港湾・漁港漁場工事編）
正 誤

第１条～第６条　＜略＞ 第１条～第６条　＜略＞

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

第７条　発注者は、「発注者指定型」においては、そ
れぞれの経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発
注するものとし、現場閉所４週８休以上が確保できな
かった場合は、補正なしとして設計変更するものとす
る。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中に４週８休以上の現場閉所又は個人単位での休日
確保ができた場合は、以下のとおり補正を行い、設計
変更するものとする。
なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

２　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期
間中に４週８休以上の現場閉所又は個人単位での休日
確保ができた場合は、以下のとおり補正を行い、設計
変更するものとする。
なお、工場製作、工事において実施する設計等業務、
測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は労務
費補正の対象としない。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

３　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取
り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休
日が確保できなかった事由について、疑義がある場合
は受発注者協議により確認すること。

（１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０４を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（２）機械経費（賃料）
積算において使用している機械の機械経費（賃料）に
補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）

（２）機械経費（賃料）
積算において使用している機械の機械経費（賃料）に
補正係数１．０２を乗じるものとする。（小数点以下
切捨）

（３）～（６）＜略＞ （３）～（６）＜略＞

第８条～第９条　＜略＞ 第８条～第９条　＜略＞

附則 附則
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和５年８月１日から施行する。 この要領は、令和５年８月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 この要領は、令和６年４月１日から施行する。
（施行期日） （施行期日）
この要領は、令和６年６月１日から施行する。 この要領は、令和６年６月１日から施行する。

（適用） （適用）
この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。

この要領は、施行日以降に起案を行う発注工事から適
用する。



新旧対照表　島根県週休２日工事特記仕様書（港湾・漁港漁場工事編）
正 誤

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」と
いう）の対象工事である。

本工事は、島根県週休２日工事（以下「週休２日工事」と
いう）の対象工事である。

１　定義 １　定義
＜略＞ ＜略＞

２　実施方法 ２　実施方法
＜略＞ ＜略＞

３　実施報告 ３　実施報告
＜略＞ ＜略＞

４　工事費の積算及び設計変更 ４　工事費の積算及び設計変更
　発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれ
の経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注する
ものとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった
場合は、補正なしとして設計変更するものとする。

　発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれ
の経費に以下の補正係数を乗じた予定価格で発注する
ものとし、現場閉所４週８休以上が確保できなかった
場合は、補正なしとして設計変更するものとする。

　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間
中に４週８休以上の現場閉所又は個人単位での休日確
保ができた場合は、以下のとおり補正を行い、設計変
更するものとする。

　発注者は、「受注者希望型」においては、対象期間
中に４週８休以上の現場閉所又は個人単位での休日確
保ができた場合は、以下のとおり補正を行い、設計変
更するものとする。

　なお、工場製作、工事において実施する設計等業
務、測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は
労務費補正の対象としない。

　なお、工場製作、工事において実施する設計等業
務、測量調査、土質調査（チェックボーリング）等は
労務費補正の対象としない。

　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り
組みを行った場合であっても、現場閉所率または休日
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

　「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り
組みを行った場合であっても、現場閉所率または休日
が確保できなかった事由について、疑義がある場合は
受発注者協議により確認すること。

（１）労務単価 （１）労務単価
積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０５を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

積算において使用している職種の労務単価に補正係数
１．０４を乗じるものとする。（小数点以下切捨）

（２）機械経費（賃料） （２）機械経費（賃料）
　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０４を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

　積算において使用している機械の機械経費（賃料）
に補正係数１．０２を乗じるものとする。（小数点以
下切捨）

（３）～（６）＜略＞ （３）～（６）＜略＞

５　履行証明書 ５　履行証明書
＜略＞ ＜略＞

６　提出書類の虚偽 ６　提出書類の虚偽
＜略＞ ＜略＞

《参考》 《参考》
本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等に
ついては、以下のURLから確認すること。

本特記仕様書に記載の島根県週休２日工事の施行要領等に
ついては、以下のURLから確認すること。

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf
o/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_inf
o/sekisan/oshirasesekkei/syuukyuu2/syuukyuu2.html


